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と

八

品

講

田

は

じ

め

に

今
年
は
金
岳
公
子
の
百
遠
忌
に
御
相
営
で
あ
り
、
不
肖
私
は
法
縁
に
連
る
者
の

一
人
と
し
て
、
研
究
課
題
に
公
子

の
八
品
講
と
い
う
問
題
を
選
ば
せ
て
頂
き
、
御
報
恩
の

一
分
に
も
と
書
か
せ
て
頂
く
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
研
究
の

至
ら
ぎ
る
と
こ
ろ
、
公
子
の
御
徳
を
き
ず
つ
け
奉
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

公
子
は
幕
末
の
時
代
に
生
き
ら
れ
た
方
で
、
名
門
高
松
藩
主
の
家
よ
り
出
ら
れ
た
、
吾
が
宗
門
の
偉
大
な
る
大
信

士
で
あ
り
、
如
来
の
使
と
し
て
大
法
を
弘
宣
さ
れ
た
、
宗
門
史
上
特
筆
す
べ
き
御
方
で
あ
ら
れ
る
。
そ
し
て
公
子
の

あ
る
と
こ
ろ
、
自
か
ら
信
者
が
群
集
し
、
高
松
八
品
講
が
興
り
、
未
曾
有
の
繁
榮
を
見
た
の
で
あ
る
。
こ
の

一
大
興

隆
は
、　
一
に
公
子
の
全
身
全
霊
を
傾
け
ら
れ
た
法
華
経
信
仰
に
依
る
と
こ
ろ
に
他
な
ら
な
い
。
公
子
は

一
と
た
び
法

華
経
本
門
に
値
い
奉
る
や
、
心
根
に
徹
し
て
感
激
を
さ
れ
、
生
値
佛
法
の
愧
び
を

一
人
私
す
る
に
し
の
び
ず
、　
一
國

の
主
た
る
身
分
に
あ
り
乍
ら
、
生
涯
を
法
に
捧
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今
日
の
我
々
は
、
こ
の
公
子
の
偉
大
な
る
信

心
を
學
び
、
公
子
の
ひ
た
む
き
な
信
仰
を
我
が
信
仰
と
し
て
、
正
法
興
隆
の
篤
に
微
力
を
捧
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
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と
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。

公
子
の
御
遺
著
を
舞
讀
し
、
そ
の
深
い
御
信
仰
を
今
更
乍
ら
肝
に
銘
じ
つ
つ
、
高
松
八
品
講
に
つ
い
て
言
及
し
よ

いうノ。

一
、
公

子

の

略

歴

公
子
は
文
化
六
年

（
一
八
〇
九
３

一二
月
十
四
日
、
江
戸
小
石
川
の
高
松
藩
邸
に
生
れ
ら
れ
た
。
父
君
は
高
松
第
八

代
藩
主
松
平
頼
儀
公
で
、
公
子
は
長
子
で
あ
つ
た
。
御
生
母
は
高
松
藩
士
山
崎
爾
次
兵
衛

（奥
目
じ

の
娘
綱
子

後
に

蔦
子
と
改
む
）
で
あ
り
、
幼
名
を
隆
之
丞
と
稀
さ
れ
た
。
六
歳
の
時
に
道
之
助
と
改
名
さ
れ
、　
八
歳
に
し
て
高
松

へ
婦

藩
さ
れ
た
。
十
六
歳
に
し
て
元
服
、
公
子
は
営
然
第
九
代
の
世
嗣
と
な
ら
れ
る
の
が
順
序
で
あ
つ
た
が
、
父
君
は
公

子
の
生
母
綱
女
よ
り
も

「
時
女
」
と
い
う
方
の
ほ
う
を
寵
愛
し
、
し
た
が
つ
て
こ
の
時
女
に
生
れ
た
公
子
の
弟
に
営

る
貞
五
郎
君

（後
に
頼
胤
と
稀
し
て
第
十
代
藩
主
と
な
ι

を
偏
愛
さ
れ
た
篤
、
公
子
は
世
嗣
に
立
つ
こ
と
が
な
か
つ
た
の
で

あ
る
。
尚
頼
儀
公
は
第
九
代
の
世
嗣
に
は
水
戸
家
よ
り
頼
恕
公
を
迎
え
て
義
弟
と
し
、
貞
五
郎
君
は
頼
恕
公
の
世
嗣

と
な
つ
て
第
十
代
の
家
督
を
縫
ぎ
、
公
子
は
隠
居
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。

参
考
に
水
戸
徳
川
家
と
高
松
松
平
家
の
関
係
に
つ
い
て

一
言
す
る
と
、
高
松
は
水
戸
の
分
家
で
あ
り
、
高
松
初
代

藩
主
松
平
頼
重
公
は
水
戸
家
二
代
藩
主
徳
川
光
囲
公
の
兄
に
営
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
光
囲
公
は
弟
の
身
分

で
あ
り
乍
ら
父
頼
房
の
後
を
縫
ぎ
、
兄
が
家
を
出
て
い
る
こ
と
を
本
意
と
せ
ず
、
自
分
の
世
嗣
を
定
め
る
に
営
つ
て

金
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は
兄
頼
重
の
子
綱
條
を
以
て
世
嗣
と
な
し
、
自
ら
の
子
頼
常
は
高
松

へ
遣
さ
れ
て
頼
重
公
の
後
を
縫
ざ
第
二
代
藩
主

と
な
つ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
水
戸
と
高
松
の
間
に
世
嗣
の
交
代
が
あ

つ
て
よ
り
、
雨
家
は
密
接
な
関
係
の
も
と
に

歴
代
藩
主
は
交
互
に
入
り
組
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
今
そ
の
緯
承
を
表
示
す
る
と
、

０

　

一

水
戸
頼
房
１

Ｏ
　
　
②

光
閣
―
頼
常

|  |  |

駕 藝(3)享
|  |

彊(4)羹°
|

蒻0
|

凛内
|

逍間

蕗を内

（常
陸
守
山
藩
主
）
型

轟

警

］―
―
頼
該
（左
近
公
）

―
頼
元
―
頼
貞
―
妬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・‐
臨
辟
‐
頼
温

―
頼
陸

（常
陸
府
由

―
頼
利

―
頼
雄

（常
陸
穴
戸
）

←)(1)

光

②
の
数
字
は
高
松
　
を
示
す

０
の
漢
字
は
水
戸
　
松
平
公
盆
會
刊

「
松
平
頼
重
博
」
に
よ
る
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右
の
よ
う
な
関
係
と
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
左
近
公
は
父
君
の
意
志
に
よ
つ
て
か
高
松
を
嗣
ぐ
べ
き
考
は
な
か
つ
た
。
し
か
し
公
子
は
そ
れ
と
は
な
く

「
余
は
元
榮
薄
運
な
る
生
れ
に
て
、
幼
少
よ
り
多
病
に
あ
り
き
、
成
人
の
後
も
不
仕
合
に
て
、
身
分
不
相
應
な
る

娘
難
苦
努
な
し
た
り
、
Ｆ
ａ

（美
州
８

と
述
懐
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
間
の
公
子
の
心
中
が
察
せ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
公
子
は
若
く
し
て
隠
居
を
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
、
天
保
七
年
公
子
廿
八
歳
の
時
に
隠
居
が
決
議
さ
れ
、
天
保
十
年
二
十

一
歳
に
し
て
亀
阜
荘

へ
移

ら

れ

た
。
そ
し
て
公
子
の
法
華
入
信
は
賞
に
こ
の
天
保
十
年
正
月
で
ぁ
っ
た
。
そ
の
後
天
保
十
三
年
に
は
公
子
の
弟
頼
胤

が
第
十
代
藩
主
と
な
り
、
こ
の
年
に
公
子
は
左
近
と
改
稀
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
は
ひ
た
す
ら
教
義
の
研
鑽
と
…布
教
に
生
涯
を
捧
げ
ら
れ
、
吾
が
宗
門
史
上
に
不
滅
の
足
跡
を
残
さ
れ
て
慶

應
四
年
八
月
七
日
、
正
法
弘
宣
の
悲
願
に
み
ち
た
六
十
年
の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
た
の
で
ぁ
る
。

二
、
公
子
入
信
の
諸
縁

公
子
が
法
華
経
に
入
信
さ
れ
る
に
つ
い
て
そ
の
因
縁
を
尋
ね
る
に
、
先
づ
祀
先
に
営
る
水
戸
光
囲
が
熱
心
な
法
華

経
の
信
者
で
あ
り
、
そ
の
血
を
受
け
て
お
ら
れ
る
公
子
が
偉
大
な
法
華
信
者
と
な
ら
れ
た
こ
と
は
不
思
議
な
因
縁
と

言
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
公
子
が
法
華
経

へ
導
か
れ
て
ゆ
く
直
接
の
縁
は
、
雨
大
本
山
七
十
世
高
松
本
覺
寺
十

二
世
日
顎
上
人
と
、
御
生
母
綱
女
、
及
び
御
門
番
原
茂
兵
衛
の
三
方
の
感
化
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

金
岳
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公
子
は
自
ら
の
自
叙
博
た
る
美
卿
録
に
こ
の
間
の
こ
と
を
述
べ
て

幸
に
宿
因
有
て
正
法
を
持
つ
人
に
厚
縁
を
結
び
、
胎
内
に
在
る
内
よ
り

一
佛
乗
の
恩
澤
を
蒙
り
、
誕
生
の
後
数
年

相
離
る
と
い
え
共
、
冥
助
に
よ
り
て
再
び
営
國
に
會
し
、
　
御
生
母
に
會
わ
れ
し
葛
　
報
恩
の
寸
志
を
の
ぶ
る
事
を
得

た
り
。
斯
の
如
く
の
次
第
な
れ
ば
是
迄
法
華
宗
の
教
も
薄
々
聞
か
ぎ
る
に
は
あ
ら
ず
、
既
に
本
能
寺
日
顎
上
人
よ

り
、
自
作
の
動
善
得
意
抄
と
い
う
書
物
を
、
は
る
ば
る
遺
ら
れ
し
事
も
あ
り
、
並
に
彼
の
原
茂
兵
衛
成
る
者
、
本

覺
寺
の
講
頭
に
て
宗
門
の
義
も
少
々
は
心
得
た
り
、
余
先
年
の
観
音
経
は
此
の
者
に
な
ら
い
し
な
り
。
甘
四
の
前

厄
の
年
、
賞
母
が
教
に
て
茂
兵
衛
に
法
華
経
壽
量
品
の
掲
を
な
ら
う
。
余
隠
居
し
て
後
は
、
茂
兵
衛
毎
度
出
て
法

華
経
の
法
義
を
進
む
、
余
彼
が
文
盲
な
る
を
侮
り
て
言
い
く
だ
か
ん
と
す
れ
共
、
彼
経
文
を
出
し
て
、　
一
々
に
推

来
る
故
、
い
つ
も
余
が
方
返
答
に
つ
ま
る
な
り
。
Ｆ
バ

等
と
述
懐
を
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
公
子
が
法
華
経
に
導
れ
る
に
つ
い
て
は
、
御
生
母
綱
女
の
ひ
た
む
き
な
信
仰
が
、
常
に
公
子
に
感
化

を
及
さ
れ
、
こ
の
綱
女
を
通
じ
て
日
顎
上
人
や
原
茂
兵
衛
の
二
方
と
緊
密
に
な
ら
れ
、
法
縁
を
結
れ
て
い
つ
た
も
の

と
言

へ
る
の
で
あ
る
。
御
生
母
の
信
心
に
つ
い
て
は
公
子
が
や
は
り
美
卿
録
の
初
に
、

去
る
文
化
の
初
、
母
守
心
院

（綱
女
を
守
心
院
智
暁
日
照
大
姉
と
眈
↓

余
を
懐
妊
せ
り
。
是
よ
り
以
前
襄
公

（頼
儀
公
？
」

と
）
の
御
出
生
多
く
早
世
な
り
。

母
是
を
歎
き
て
前
本
能
寺
七
十
世
日
顎
上
人

へ
内
々
延
命
の
所
念
を
頼
み
、
信

心
怠
ら
ず
、
全
く
御
法
力
に
依
て
余
無
事
な
る
こ
と
を
得
た
り
き
。
Ｆ
ム
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と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
印
ち
公
子
に
は
ま
だ
上
の
御
兄
弟
が
生
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
み
な
早
世
さ
れ
、
し
た
が

つ
て
御
母
守
心
院
は

一
心
に
生
れ
て
来
る
御
子
の
息
災
延
命
を
所
願
さ
れ
、
日
顎
上
人
は
綱
女
の
熱
心
な
信
心
に
應

え
ら
れ
て
所
念
を
さ
れ
、
そ
の
感
應
に
よ
つ
て
公
子
は
無
事
を
得
ら
れ
、
や
が
て
そ
れ
が
後
に
公
子
を
し
て
法
華
経

に
入
ら
し
め
る
も
と
い
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

公
子
は
生
来
お
弱
い
方
で
あ
ら
れ
た
こ
と
は
、
自
ら
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
柔
弱
な
證
質
は
や
が
て
宗
教

を
求
め
ら
れ
る
縁
と
な
り
、
幼
い
時
よ
り
宗
教
心
が
厚
く
、
美
卿
録
に
よ
る
と
僅
か
五
歳
の
春
に
既
に
来
世
の
事
を

尋
ね
て
居
ら
れ
る
。
そ
の
後
長
ず
る
に
障

つ
て
縁
あ
る
人
師
に
各
宗
の
教
義
を
伺
い
、
或
る
時
は
信
じ
、
そ
し
て
疑

を
抱
い
て
は
又
次
の
宗
旨

へ
と
求
道
の
旅
を
つ
づ
け
ら
れ
、
或
る
時
は
無
分
別
を
起
し
て
自
暴
自
棄
に

な

ら

れ

た

が
、
又
心
を
と
り
も
ど
さ
れ
て
、
老
荘
の
學
に
も
親
ま
れ
る
等
、
公
子
の
青
春
時
代
は
全
く
宗
教
遍
歴
で
あ
つ
た
と

言
う
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
間
内
典
外
典
に
廣
く
精
通
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
法

華
経
に
導
れ
る
素
地
が
築
か
れ
て
い
つ
た
の
で
あ
る
が
、
折
に
ふ
れ
て
は
御
生
母
綱
女
は
公
子
に
法
華
経
の
奪
さ
を

物
語
つ
て
居
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
く
、
公
子
が
未
だ
入
信
さ
れ
ぬ
以
前
の
廿
四
歳
の
時
に
、
前
厄
と
し
て

厄
難
能
轄
の
篤
に
と
綱
女
は
公
子
に
法
華
経
壽
量
品
掲
を
習
は
れ
る
こ
と
を
す
す
め
ら
れ
、
公
子
も
こ
れ
を
承
諾
さ

れ
て
、
原
茂
兵
衛
に
つ
い
て
御
経
を
學
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
言
し
た
如
く
公
子
は
名
門
に
生
れ
ら
れ
た
と
は
言
え
證
は
柔
弱
で
あ
り
、
し
か
も
父
君
の
意
志
に
よ
つ
て
世
嗣

と
な
ら
ず
、
精
神
的
に
は
薄
運
な
思
を
抱
か
れ
て
居
ら
れ
た
。
こ
れ
は
同
じ
く
御
生
母
も
同
様
で
あ
ら
れ
た
と
思
は

金
岳
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れ
る
。
こ
の
不
幸
な
親
と
子
が
法
華
経
と
い
う
大
き
な
綱
に
よ
つ
て
結
れ
て
い
つ
た
こ
と
は

一
大
事
の
因
縁
の
し
か

ら
し
む
る
所
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
公
子
を
し
て
よ
く
法
華
経
に
入
ら
し
め
た
そ
の
影
に
、
こ
の
御
生
母
守

心
院
位
の
ひ
た
む
き
な
奪
い
法
華
信
仰
の
あ
つ
た
こ
と
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

（れ
め
」
に
畑
順
調

許
叶
朗
甜
施
相
歳‐こ
罐
牲
で
枷
つた
め
責
）

次
に
日
顎
上
人
に
つ
い
て

一
言
す
る
に
、
上
人
は
本
覺
寺
第
十
二
世
を
縫
承
さ
れ
た
方
で
、
文
政
元
年
に
大
本
山

本
能
寺
第
七
十
世
に
晋
山
さ
れ
天
保
八
年
に
婦
國
、
弘
化
元
年
十
月
六
日
七
十
餘
歳
を
以
て
入
寂
さ
れ
て
い
る
。
上

人
は
學
徳
条
備
な
方
で
、
よ
く
公
子
を
指
導
し
て
法
華
経
に
引
導
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
。
上
人
の
御
性
格
は
至
つ
て

温
和
で
あ
ら
れ
た
ら
し
く
公
子
は

上
人
は
遠
慮
深
き
人
に
て
、
持
切
て
法
義
も
述
べ
給
は
ざ
る
に
よ
り
、
賓
の
山
に
入
り
乍
ら
、
常
に
手
を
空
し
く

な
せ
り
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
公
子
が
宗
祀
の
御

一
代
記
と
法
華
経
と
を
舞
讀
さ
れ
て
心
根
に
徹
し
、　
一
貼
の
疑
慮

も
な
く
自
ら
捨
邪
婦
正
入
門
の
儀
式
を
摯
げ
ら
れ
た
の
が
天
保
十
年
正
月
十
三
日
で
あ
り
、
そ
の
時
の
戒
師
と
な
ら

れ
た
の
が
こ
の
日
顎
上
人
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
有
様
を
公
子
は
自
ら

明
れ
ば
天
保
十
巳
亥
年
正
月
十
三
日
、
本
覺
寺
に
参
詣
な
す
、
日
顎
上
人
法
服
を
整
し
、
賓
堂
の
床
の
間
に
、
高

祀
具
筆
の
曼
荼
羅
を
掛
け
、
幸
山
崎
本
尭
寺
日
輝
も
参
り
合
せ
け
れ
ば
、
本
覺
寺
日
苗

宋
覺
寺
十
五
じ

と
出
席
な

り
。
誦
経
后
、
日
顎
上
人
よ
り
妙
経
八
巷
を
給
は
り
、
入
檀
の
儀
式
、
首
尾
と
と
の
い
、
本
堂
に
至
て
、
三
賓
雨

祀
を
斉
證
し
畢
ぬ
。
誠
に
過
去
遠
々
劫
以
来
の
本
願
を
達
し
、
踊
躍
大
歓
喜
の
情
ヽ
筆
辞
の
上
に
述
べ
が
た
き
次
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第
に
ぞ
候
い
け
る
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
日
顎
上
人
よ
り
く
わ
し
く
御
法
義
を
聴
聞
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を

扱
て
座
敷
に
婦
座
し
、
上
人
を
近
く
招
き
、
宗
門
の
大
義
を
心
得
た
し
と
願
ふ
。
上
人
曰
く
。
法
華
宗
と
申
す
は

略
琥
に
て
、
全
く
は
妙
法
蓮
華
経
宗
也
。
故
に
唯
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
奉
る
が
宗
旨
の
専
要
に
候
と
。
余
日

く
、
委
し
く
其
故
を
承
り
度
し
。
上
人
の
曰
く
、
営
宗
門
に
於
て
は
先
第

一
に
教
機
時
國
教
法
流
布
の
先
後
と
申

す
事
を
得
意
す
る
が
肝
要
な
り
。
Ｆ
バ

等
と
、
入
檀
式
の
直
後
上
人
よ
り
宗
祀
開
山
の
教
義
の
大
綱
を
教
え
ら
れ
て
、
安
心
決
定
さ
れ
た
旨
を
明
記
さ
れ
て

い
る
。
公
子
は
こ
の
時
の
感
激
を
述
べ
て

余
席
を
さ
け
、
合
掌
祀
寿
し
て
謝
し
て
云
く
、
愚
子
幸
に
命
有
て
今
日
に
遇
い
、
最
奪
微
妙
の
大
法
を
聴
問
し
奉

る
事
を
得
た
り
。
思
ふ
に
過
去
遠
々
劫
己
榮
い
ま
だ

一
分
も
聞
く
事
あ
ら
ざ
る
所
な
り
、
今
慈
訓
に
依
て
闇
迷
の

雲
を
は
ら
し
、
晴
天
の
日
輪
を
寿
し
奉
る
。
賞
に
生
涯
の
本
望
是
に
如
者
有
ら
ん
や
。
恐
く
は
三
賓
の
報
恩
蓋
期

あ
る
べ
か
ら
ず
候
也
と
、
覺
え
ず
偏
身
に
汗
を
な
が
し
、
双
眼
に
涙
を
浮
べ
、
五
外
地
に
投
げ
打
て
、
報
恩
謝
徳

な
し
奉
り
け
り
。
其
後
度
々
上
人
に
面
會
し
教
授
に
あ
づ
か
る
。
別
し
て
は
開
祀
日
隆
大
上
人
、
宗
門
中
興
の
御

勲
績
を
丼
聴
し
て
、
信
心
骨
髄
に
て
つ
し
、
難
有
く
存
奉
る
也
。
Ｆ
バ

と
言
つ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
諄
諄
と
読
き
進
め
ら
れ
る
日
顎
上
人
に
封
し
て
公
子
は
、
生
値
佛
法
の
感
激
を
述

べ
つ
く
し
て
餘
り
あ
り
、
こ
の
感
激
こ
の
喜
び
が
あ
つ
た
れ
ば
こ
そ
、
六
十
年
の
生
涯
を
只

一
筋
に
法

華

経

に
捧
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げ
、
正
法
興
隆
を
願
つ
て
止
暇
断
眠
の
精
進
を
績
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

因
み
に
公
子
が
入
信
さ
れ
た
の
は
天
保
十
年
の
正
月
で
あ
り
、
こ
の
時
に
は
日
顎
上
人
は
本
能
寺
を
退
か
れ
て
高

松

へ
婦
ら
れ
て
い
た
が
、
既
に
隠
居
の
御
身
の
上
で
あ
つ
た
。
公
子
は
こ
の
大
恩
あ
る
上
人
を
大
切
に
遇
せ
ら
れ
、

本
覺
寺
に
暫
く
住
せ
参
ら
せ
、
度
々
面
會
を
さ
れ
て
御
法
門
を
寿
聴
さ
れ
た
。
そ
の
後
天
保
九
年
に
公
子
が
世
話
を

さ
れ
て
、
高
松
よ
り
約
二
里
程
南
に
営
る
出
作
村

現
△み
佛
生
山
じ

の
法
華
庵
に
住
せ
、
約
六
年
間
悠
々
自
適
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
随
つ
て
公
子
入
信
の
折
に
は
上
人
は
既
に
出
作
村
に
移
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
上
人

は
こ
の
法
華
庵
に
於
て
入
寂
さ
れ
た
。
こ
の
庵
は
公
子
が
日
顎
上
人
の
篤
に
わ
ざ
わ
ざ
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、
営
時

は
こ
の
庵
に
日
顎
上
人
の
木
像
を
安
置
し
て
あ
つ
た
。
作
者
は
加
州
の
信
霊
心
で
、
彩
色
は
公
子
自
ら
が
施
さ
れ
た

そ
う
で
あ
る
が
、
今
は
こ
の
御
木
像
は
見
営
ら
な
い
。

次
に
原
茂
兵
衛
と
い
う
方
に
つ
い
て

一
言
し
よ
う
。

こ
の
方
は
博

へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
公
子
の
御
邸
宮
脇
の
象
阜
荘
の
御
門
番
を
つ
と
め
て
居
ら

れ

た

と

い

う
。
本
覺
寺
の
過
去
帳
に
も

「
宮
脇
御
門
原
氏
」
な
る
記
載
が
残
つ
て
い
る
。
営
時
は
高
松
に

「
感
應
講
」
と
い
う

講
が
あ
つ
た
ら
し
く
、
原
氏
は
そ
の
講
頭
を
つ
と
め
て
い
た
篤
信
の
士
で
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
原
氏

は
熱
心
な
御
信
者
で
あ
つ
た
関
係
で
、
公
子
の
御
賞
母
綱
女
と
も
御
懇
意
で
あ
つ
た
の
は
営
然
で
、
御
賞
母
の
す
す

め
で
公
子
は
原
氏
に
法
華
経
の
讀
誦
を
習
は
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
公
子
が
宮
脇

へ
移
ら
れ
て
よ
り
は
、
原
氏
は

度
々
公
子
の
御
前

へ
出
て
は
、
法
華
経
の
教
義
を
言
上
し
て
居
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
公
子
は

- 68 -



彼
の
原
茂
兵
衛
成
る
者
、
本
覺
寺
の
講
頭
に
て
、
宗
門
の
義
も
少
々
は
心
得
た
り
。
余
先
年
の
観
音
経
は
、
此
の

者
に
な
ら
い
し
な
り
。
廿
四
の
前
厄
の
年
、
賓
母
が
教
に
て
茂
兵
衛
に
法
華
経
壽
量
品
の
掲
を
な
ら
う
。
余
隠
居

し
て
後
は
、
茂
兵
衛
毎
度
出
て
、
法
華
宗
の
法
義
を
進
む
、
余
彼
が
文
盲
な
る
を
侮
り
て
、
言
い
く
だ
か
ん
と
す

れ
共
、
彼
経
文
を
出
し
て
、　
一
々
推
し
榮
る
故
、
い
つ
も
余
が
方
返
答
に
つ
ま
る
な
り
。
Ｆ
バ

と
述
べ
原
氏
の
熱
意
の
程
を
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
天
保
九
年
、
公
子
三
十
歳
の
時
に
、
や
は
り
宮
脇
の
御
邸
の

「
清
の
間
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
観
世
音
菩
薩
の
前
で
、
茂
兵
衛
氏
よ
り
借
用
さ
れ
た
法
華
経
を
訓
讀
さ
れ
て
い
る

中
に
、
勤
持
品
の
掲
文
に
至
り
、
公
子
は
心
根
に
徹
し
て
信
限
を
開
か
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
印
ち

余
此
文

（一平
行
０

に
驚
て
お
も

へ
ら
く
、
先
年
日
蓮
聖
人
の
御

一
代
記
を

一
覧
し
た
る
に
、
此
経
文
に
甚
だ
符

合
せ
る
様
な
り
。
不
思
議
な
る
事
か
な
と
、
早
速
茂
兵
衛
に
申
し
付
、
正
し
き
御

一
代
記
を
取
寄
せ
て
、
経
文
に

引
合
し
て
考

へ
見
る
に
、
賞
に
此
動
持
品
の
二
十
行
の
偶
は
、
日
蓮
聖
人
の
未
来
記
と
言
つ
べ
し
。
Ｆ
ム

と
、
忽
然
と
し
て
法
華
経
日
蓮
大
士

へ
と
直
結
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
公
子
は
長
か
つ
た
宗
教
遍
歴
を
終
え

ら
れ
、

つ
い
に
本
門
法
華
経
に
婦
着
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
公
子
は

余
是
に
因
て
、
宿
因
始
て
薫
嚢
し
、
年
末
の
非
を
ぞ
思
い
知
り
け
る
。
扱
て
茂
兵
衛
を
呼
で
其
趣
を
語
り
、
従
て

日
米
忠
諌
の
盛
志
を
深
く
喜
び
聞
ゑ
け
り
。
さ
て
此
後
法
華
宗
門
の
行
事
は
如
何
な
し
て
善
き
や
と
尋
る
に
、
茂

兵
衛
云
く
、
先
是
ま
で
御
寿
有
れ
し
諸
佛
諸
神
、　
一
切
御
用
捨
御
尤
に
候
と
申
す
。
然
ら
ば
今
よ
り
何
を
営
に
寿

す
べ
き
や
。
茂
兵
衛
懐
中
よ
り
鬼
子
母
耐
の
御
像
を
出
し
、
先
取
あ

へ
ず
是
を
御
寿
あ
る
べ
し
、
私
宅

へ
婦
り
、
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早

‐々
御
本
奪
を
奉
る
べ
し
と
申
し
て
、
勇
み
躍
つ
て
罷
出
で
け
め
。
Ｆ
ム

と
、
入
信
の
刹
那
の
光
景
を
述
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
至
誠

一
貫
し
て
主
君
に
御
法
を
勤
め
て
や

ま

ぬ
原

氏

が
、
時
至
つ
て
法
華
経
を
信
じ
よ
う
と
仰
せ
ら
れ
た
時
の
そ
の
喜
び
、
正
に
瑞
華
の
開
き
し
に
遇

へ
る
心
地
で
あ
つ

た
ろ
う
。
し
か
も
間
髪
を
入
れ
ず
、
直
に
謗
法
排
い
を
勤
め
、
御
本
奪
を
奉
つ
た
原
氏
の
所
作
は
、
正
に
末
代
信
者

の
亀
鑑
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

後
年
公
子
は
こ
の
原
氏
の
こ
と
を

原
茂
兵
衛
は
■
人

（旧
顎
上
き

よ
り
己
前
に
去
れ
り
。
此
者
は
最
初
余
が
獲
心
の
導
師
な
れ
ば
、
上
人
に
引
つ
づ

心
て
、
今
に
絶

へ
ず
供
養
な
せ
り
。
Ｆ
ム

と
述
べ
ら
れ
、
日
顎
上
人
と
共
に
こ
の
原
氏
を
、
初
登
心
の
導
師
と
し
て
供
養
を
さ
れ
、
終
生
忘
れ
ら
れ
な
か
つ
た

の
で
あ
る
。
公
子
御
自
筆
の
過
去
帳

肴
地
本
久
寺
０

に
、
具
如
院
宗
清
信
士
、
天
保
十

一
年
八
月
十
六
日
原
茂
兵
衛

と
記
さ
れ
て
あ
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
原
氏
は
公
子
が
入
門
式
を
摯
げ
ら
れ
た
翌
年
に
他
界
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

Ｚり
。以

上
公
子
が
法
華
経
に
入
信
さ
れ
る
に
っ
い
て
の
縁
と
な
ら
れ
た
、
賞
母
、
日
顎
上
人
、
原
茂
兵
衛
の
三
方
に
つ

い
て
、
美
卿
録
に
よ
り

一
言
し
た
次
第
で
あ
る
。
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三
、
公

子

の

八

品

講

公
子
は
不
思
議
の
，佛
縁
と
、
上
述
の
人
達
に
よ
る
善
友
の
誘
引
と
、
自
ら
の
宗
教
的
天
性
の
偉
大
な
る
博
識
に
よ

つ
て
、
つ
い
に
本
門
八
品
の
正
流
に
入
信
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
繭
来
但
に
自
ら
信
ず
る
の
み
に
非
ず
、
廣
く

こ
れ
を
世
の
人
に
勤
め
て
弘
宣
に
つ
と
め
ら
れ
た
。
し
か
し
て
公
子
を
中
心
に
し
て
八
詰
講
が
興
り
、
高
松
八
品
講

は
吾
が
宗
円
史
上
、
江
戸
八
品
講
と
共
に
特
筆
さ
る
べ
き
史
賓
を
残
し
た
の
で
あ
る
。

公
子
が
八
品
講
を
結
ば
れ
る
に
至
る
に
つ
い
て
は
、
営
時
盛
ん
に
行
は
れ
て
い
た
、
江
戸
八
品
講
の
影
響
が
あ
つ

た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
高
松
藩
士
の
中
で
法
華
経
の
信
仰
を
持
つ
た
人
達
が
、
江
戸
表
に
滞
在
し

て
い
る
間
に
、
江
戸
本
所
の
八
品
講
の
人
達
と
親
交
を
得
、
し
た
が
つ
て
そ
の
講
風
を
博
え
ら
れ
た
も
の
と
推
察
出

来
る
。
そ
の
重
要
な
役
を
果
さ
れ
た
人
が
、
三
浦
吉
之
丞
及
び
そ
の
父
佐
久
間
岩
之
進
で
あ
つ
た
と
言
え
る
の
で
あ

２０
。ぞ

も
そ
も
江
戸
八
品
講
は
舜
龍
院
日
蒼
上
人

（
一
七
七
八
―
一
公
一天
）

に
よ
つ
て
創
立
さ
れ
た
八
品
講
で
、
日
蒼
上

人
は
公
子
よ
り
少
し
早
い
時
代
の
方
で
、
六
十
三
歳
で
終
ら
れ
た
日
蒼
上
人
の
御
示
寂
天
保
九
年
は
、
公
子
の
入
信

の
前
年
で
、
三
十
歳
の
年
に
相
営
し
て
い
る
。
よ
つ
て
公
子
と
日
蒼
上
人
と
は
直
接
の
交
渉
は
な
く
、
日
蒼
上
人
の

教
化
を
蒙

つ
て
講
頭
格
で
あ
つ
た
渡
邊

一
斉
、
川
村
周
助
の
二
人
に
、
三
浦
吉
之
丞
を
介
し
て
永
隆
寺
に
於
て
會
談

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
左
近
公
が
直
接
営
家
の
法
門
を
受
け
ら
れ
た
の
は
、
日
顎
上
人
を
初
め
、
高
松
藩
士
佐
久
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間
謙
山
と
い
う
人
や
、
秀
山
と
い
う
若
い
學
檜
で
あ
つ
た
の
で
、
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て

右
謙
山
翁
の
法
門
と
申
す
は
、
元
撮
州
尼
崎
本
興
寺

（本
山
な
と

日
憲
上
人
よ
り
、
営
國
鵜
足
郡
宇
多
津
本
妙
寺

撮
事
院
日
秀

へ
博
来
、
日
秀
よ
り
同
寺
勤
奨
院
日
宏

へ
博
来
、
日
宏
よ
り
香
川
郡
西
山
崎
村
本
尭
寺
正
謙
院
日
修

へ
博
来
、
日
修
よ
り
謙
山
翁
博
来
せ
り
。
是
霊
山
塔
中
の
直
受
、
営
家
招
形
木
相
承
の
法
也
。
営
地

の
八
品

講

は
、
其
法
燈
を
永
代
相
績
篤
さ
ん
が
篤
の
結
講
な
り
。　
実
岬
零

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
尚
お
日
顎
上
人
は
公
子
が
入
門
式
を
摯
げ
ら
れ
た
時
に
は
、
既
に
本
能
寺
よ
り
際
居
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
り
、
間
も
な
く
高
松
よ
り
遠
く
離
れ
た
佛
生
山
と
い
う
所
に
庵
を
結
ん
で
閑
居
を
さ
れ
、
公
子
入
信
後

わ
ず
か
に
五
年
目
の
弘
化
元
年
十
月
に
寂
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
公
子

へ
本
述
相
封
の
法
門
を
博
え
ら
れ
た
佐

久
間
謙
山
翁
も
、
日
顎
上
人
よ
り

一
年
早
く
、
天
保
十
四
年
六
月
廿
六
日
、
七
十
二
歳
を
以
つ
て
終
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
前
出
の
秀
山
沙
門
は
、
本
尭
寺
の
所
化
と
あ
り
、
こ
の
人
は
謙
山
翁
が
取
り
立
て
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
お

り
、
後
に
大
雄
庵
に
住
し
て
い
る
。

さ
て
こ
の
謙
山
翁
と
い
う
人
は
、
高
松
藩
士
佐
久
間
八
郎
清
全
の
こ
と
で
、
祀
先
は
喜
田
姓
で
あ
つ
た
が
、
後
に

佐
久
間
姓
と
な
つ
た
と

「
高
松
藩
士
由
緒
記
」

（高
松
市
立
固
書
館
む

に
記
さ
れ
て
お
り
、
又

「
讃
岐
高
松
藩
分
限
帳
」

筒
固
書
館
３

及
び

「
随
観
録
」

然
平
家
む

等
に
よ
る
と
、
百
五
拾
石
取
の
家
で
あ
つ
た
。
法
琥
は

「
信
受
院
謙
山

日
譲
居
士
」
と
稀
す
る
。

尚
お
八
品
講
に
あ
つ
て
公
子
を
助
け
た

「
八
郎
」
と
い
う
人
は
、
謙
山
翁
の
世
嗣
に
営
る
人
の
よ
う
で
、
美
卿
録
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に

「
八
郎
は
翁
の
跡
な
り
と
」
言
は
れ
て
い
る
の
で
明
ら
か
で
あ
る
。

次
に
こ
の
謙
山
翁
の
家
系
で
あ
る
佐
久
間
八
郎
の
家
と
共
に
、
佐
久
間
岩
之
進
と
名
乗
る
佐
久
間
家
が
あ
る
。
こ

の
岩
之
進
は

「
嘉
永
年
間
讃
岐
高
松
分
限
帳
」

曾
松
市
立
固
書
館
３

に
よ
る
と
、　
町
奉
行
で
二
百
五
拾
石
取
の
家
柄

で
あ
り
、
こ
の
佐
久
間
岩
之
進
の
子
息
が
三
浦
吉
之
丞
で
あ
る
。
こ
の
佐
久
間
家
は
故
あ
つ
て
三
浦
姓
に
憂
つ
た
よ

う
で
、
し
か
も
こ
の
吉
之
丞
は
、
藤
本
立
正
と
言
う
人
と
同
居
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
印
ち
藤
本
家
の
過
去
帳

こ
ま愛

蓮
齊
信
得
日
勝
居
士
　
弘
化
三
丙
午
五
月
廿
七
日
　
昔子
年
二
十
五
歳
　
俗
名
三
浦
吉
之
丞
信
得
　
佐
久
間
岩
之

進
信
融
ノ
男

ニ
シ
テ
久
成
卜
同
居
ス
営
門
流
ノ
堅
信
也

と
記
さ
れ
て
あ
り
、
こ
の
久
成
と
い
う
の
は
、
藤
木
立
正
の
こ
と
で
、
又
別
琥
を
安
國
と
も
称
し
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
藤
木
立
正
も
、
佐
久
間
雨
家
と
共
に
公
子
の
御
側
に
あ
つ
て
、
八
品
講
の
幹
部
と
し
て
重
き
を
な
し
た
人
で
あ

り
、
し
か
も
藤
本
立
正
の
母
千
賀
女

続
の
名
を
８

は
、　
謙
山
翁
の
娘
で
あ
る
か
ら
、　
佐
久
間
藤
木
雨
家
は
親
戚
開

係
に
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
三
浦
吉
之
丞
と
い
う
人
は
、
非
常
に
聡
明
で
あ
り
、
信
心
堅
固
で
法
門
に
長
じ
、
公
子
は
八
品
講
の
結
構
に

営

つ
て
大
い
に
期
待
を
か
け
ら
れ
て
居
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
わ
づ
か
二
十
五
歳
の
若
さ
で
歿
し
て
し
ま
つ
た
。

こ
れ
を
公
子
も
大
い
に
惜
ま
れ
て
い
る
。
尚
お
こ
の
吉
之
丞
の
こ
と
に
開
し
て
、
本
能
寺
の
日
肇
聖
人
が

「
見
聞
妙

事
録
」

象
覺
寺
３

に
ふ
れ
て
居
ら
れ
る
の
で
抄
引
し
よ
う
。

金
岳
公
子
と
八
品
講
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弘
化
二
己
年
ノ
春

ハ
餘
ガ
進
山
ノ
年
ナ
リ
、
此
ノ
夏
讃
州
高
松
ノ
家
臣
三
浦
吉
之
丞
卜
云
フ
人
、
始
テ
上
京
シ
、

営
山

二
来
参
セ
ラ
ル
、
我
卜
面
語

モ
亦
始
テ
ノ
事
ナ
リ
‐。
法
話
種
々
二
韓
談
シ
テ
止
留
数
日
ニ
シ
テ
退
婦

セ
ラ

ル
。
此
ノ
時
我

二
封
シ
テ
約
ス
ラ
ク
、
我
ガ
國

二
於
テ
今
春
八
品
講
ヲ
取
り
結
ビ
、
其
ノ
儀
規
ヲ
江
戸
本
所
ノ
講

風

二
取
レ
リ
。
今

ヨ
リ
シ
テ
御
雨
山

へ
追
々
法
門
ノ
事

二
及
ブ
ベ
シ
等
卜
云
テ
去
リ
ヌ
。
惜
ヒ
哉
、
其
ノ
年
五
月

二
十
七
日
死
去
セ
リ
。
時
年
シ
二
十
八
歳
ナ
リ
。
此
人
家
業
ノ
精
達

ハ
言
フ
ニ
ヤ
及
ブ
マ
ジ
。
我
レ
知

ル
事

ナ

シ
。
其

ノ
性
血
氣
勇
美
ノ
人
ナ
リ
。
若
年

ニ
シ
テ
逝
キ
シ
ハ
惜
デ
モ
亦
惜
ム
ベ
シ
。
唐
の
魏
徴
卜
云
人
、
太
宗
皇

帝

二
謂
テ
云
ク
、
草
創
難
シ
守
成
難

シ
、
二
難
ノ
中
守
成
尤

モ
難
シ
ト
。
鳴
呼
八
品
講
草
創
ノ
難
フ
ナ
シ
テ
後
、

数
月

ニ
シ
テ
其
創
主
忽
二
去
ル
時

ハ
、
則
所
創
ノ
講

モ
此

二
散
止
ス
ベ
キ
ノ
虎

二
、
恭
ク
モ
頼
該
公
御
丹
志
ヲ
施

シ
給
テ
、
三
浦
氏
ノ
篤

ニ
ハ
草
創
ノ
功
ヲ
全
フ
シ
、
後
々
ノ
篤

ニ
ハ
守
成
ノ
難
路
ヲ
開
テ
、
易
々
廣
大
ノ
要
道
ヲ

得
セ
シ
メ
給

ヘ
リ
。
佐
久
間
雨
家
藤
木
久
成
等
唱
和
シ
テ
事
廣
布

二
及
ベ
ル
者

ハ
、
無
洒
紳
明
佛
陀
ノ
御
利
盆

ニ

シ
テ
、
博
法
利
生
ノ
功
徳
ア
ゲ
テ
計

フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
奪

ム
ベ
シ
、
崇
ム
ベ
シ
。
Ｆ
ム

等
と
。
こ
の
見
聞
妙
事
録
は
日
肇
聖
人
が
弘
化
三
年
十
二
月
に
書
か
れ
た
し
の
で
、
し
た
が
つ
て

「
此
ノ
夏
讃
州
高

松
云
々
」
の
こ
の
夏
は
弘
化
三
年
を
指
す
も
の
と
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
し
た
が
つ
て
、

「
今
春
八
品
講
ヲ
取
り
結
ビ
Ｆ
こ

の
今
春
は
、　
や
は
り
弘
化
三
年
の
春
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。　
し
て
み

れ
ば
吉
之
丞
は
、
弘
化
三
年
の
春
に
高
松
八
品
講
を
結
講
し
、
そ
の
年
の
五
月
に
は
死
去
し
て
し
ま
つ
た

の

で
あ

る
。
こ
の
事
情
か
ら
し
て
考
え
る
と
、
高
松
八
品
講
の
結
講
は
、
弘
化
三
年
の
春
で
あ
り
、
公
子
三
十
八
歳
の
時
で
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あ
つ
た
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
公
子
は
、
日
顎
上
人
に
も
程
な
く
別
れ
ら
れ
、
又
謙
山
分
に
も
早
く
逝
か

れ
、
吉
之
丞
に
も
又
こ
れ
か
ら
と
言
う
時
に
先
立
た
れ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
難
よ
り
考
え
る
と
御
氣
の
毒
に

思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
吉
之
丞
に
つ
い
て
は
公
子
も
ふ
れ
、

余
婦
國
し
て
程
な
く
吉
之
丞
も
私
用
あ
り
て
婦
る
。
余
を
初
め
営
地
講
中
の
面
々
、
強
て
留
め
て
講
頭
と
な
し
、

宗
門
繁
榮
を
願
い
け
る
に
、
不
幸
に
し
て
世
を
早
う
な
し
、
講
内

一
統
勢
力
を
落
せ
し
所
・、
去
る
午
の
年

（弘
些
二

年
）
岩
之
進
主
、
固
ら
ず
婦
國
致
さ
れ
候

二
付
、
講
中
再
び
色
を
直
し
、　
余
も
亦
故
吉
之
丞
に
再
會
せ
し
心
地
に

て
、
無
外
に
懇
望
し
て
、
謙
山
分
の
志
を
維
ぎ
、
講
内
の
滞
義
を
決
断
せ
し
む
。
Ｆ
バ

と
述
べ
て
お
ら
れ
吉
之
丞
が
早
世
し
た
こ
と
を
い
た
く
歎
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
吉
之
丞
の
岳
父
に
営
る
岩
之
進
が

程
な
く
掃
國
さ
れ
た
に
つ
い
て
、
懇
望
し
て
國
に
留
ら
せ
、
八
品
講
の
指
導
に
営
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
高
松
八
品
講
は
公
子
の
偉
大
な
信
仰
と
、
御
身
分
と
御
人
格
と
が
相
ま
つ
て
、
人
々
の
奪

崇

を
あ

つ

め
、　
一
摯
に
し
て
大
繁
榮
を
見
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
高
松
八
品
講
は
あ
く
ま
で
も
公
子
が
中
心
で
あ
つ

た
よ
う
で
、
講
の
組
織
と
い
う
も
の
は
充
分
に
嚢
達
す
る
に
は
至
ら
な
か
つ
た
と
推
測
さ
れ
、
今
日
で
は
そ
の
講
と

か
組
と
か
言
う
形
態
は
残
つ
て
い
な
い
。
し
か
し
戦
前
に
は
高
松
市
内
及
び
各
地
に
そ
れ
ぞ
れ
講
が
あ
り
、
六
日
と

か
十
二
日
と
い
う
日
に
、
そ
の
組
内
の
信
徒
が
集
り
、
信
行
に
は
げ
ん
で
居
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
左
近
公
の
在
世

中
に
あ
つ
て
は
、
公
子
を
中
心
に
し
て
盛
大
な
八
品
講
活
動
が
行
は
れ
た
の
で
あ
り
、
公
子
は
高
松
三
ケ
寺

宋
覺
寺

本
典
寺
・大
本
き

を
中
心
に
、
大
雄
庵
や
そ
の
他
各
所
に
散
在
し
て
い
た
三
光
堂
、
鬼
子
母
紳
堂
等
に
於
で
、
法
要
の

金
岳
公
子
と
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講
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硼
り
、
御
読
教

（御
木
馬
読
法
と
稗
し
と

を
さ
れ
た
の
で
そ
の
御
読
教
の
基
本
を
御
木
馬
記
と
稀
し
、　
こ
れ
に
よ
る
と

公
子
は
何
時
伺
虎
で
こ
う
い
う
読
法
を
し
た
と
、
く
わ
し
く
記
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
公
子
は
信
徒
の
懇
望
に
應
じ
て
大
憂
な
数
の
御
本
奪
を
書
篤
し
て
授
興
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
授
興
さ
れ
た
人

々
の
名
前
を
刻
銘
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
百
年
以
前
の
各
地
の
信
徒
の
國
と
名
前
を
知
る
上
に
貴
重
な
資
料

で
あ
る
。
こ
の
記
録
は

「
大
曼
荼
羅
授
興
人
別
帳
」
及
び

「
本
奪
授
興
人
別
帳
」
と
懐
中
御
本
奪
、
鬼
子
母
紳
給
像

公
子
自
ら
彩
色
を
施
さ
れ
た
も
〇

三
光
天
子
檜
像
、
三
十
番
耐

↑
」れ
は
文
字
の
も
の
が
多
じ

掛
御
守

・
三
祗
と
い
う
よ
う
や

も
の
を
授
興
さ
れ
た

「
被
下
留
」
と
い
う
人
名
帳
の
三
種
が
現
存
し
て
い
る
。
大
曼
荼
羅
授
興
人
別
帳
は
、
い
わ
ゆ

る
大
き
な
全
紙
判
の
大
曼
荼
羅
を
授
興
さ
れ
た
人
々
の
人
名
帳
で
、
こ
れ
は
武
士
と
か
有
力
者
の
名
前
が
多
く
見
ら

れ
る
。
次
の
本
奪
授
興
人
別
帳
は
、
普
通
の
佛
檀
用
の
中
乃
至
小
本
奪
を
授
興
さ
れ
た
人
別
帳
で
、
こ
れ
が
最
も
多

く
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
手
控
を
さ
れ
る
に
至
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
本
奪
授
興
人
別
帳
の
初
め
に
、

此
所
記
之
人
別
者
、
西
年
所
考
定
也
。
因
之
人
数
遺
漏
可
有
之
者
也

と
あ
り
、
雨
人
別
帳
と
も
表
紙
は
嘉
永
二
巳
酉
歳
二
月
十

一
日
に
な
つ
て
い
る
が
、
書
き
起
し
は
嘉
永
元
戊
申
歳
よ

り
記
載
を
さ
れ
て
い
る
。
印
ち
嘉
永
二
年
公
子
四
十

一
歳
の
時
に
こ
の
記
録
の
こ
と
を
考
え
つ
か
れ
、
よ
つ
て
嘉
永

元
年
印
ち
こ
の
前
年
よ
り
多
く
授
興
さ
れ
て
い
た
人
々
の
名
前
を
た
ど
つ
て
記
録
を
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
よ

り
見
て
公
子
が
御
本
奪
の
授
興
を
行
は
れ
た
の
は
、
嘉
永
元
年
頃
よ
り
と
す
る
の
が
営
を
得
て
い
る
。
尤
も
天
保

・

弘
化
の
年
琥
の
御
本
奪
も
無
く
は
な
い
が
、
敷
少
い
の
で
あ
つ
て
、
最
も
多
い
の
は
、
嘉
永

・
安
政
以
後
の
年
琥
の
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御
本
奪
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
嘉
永
頃
に
至
つ
て
高
松
八
品
講
が
そ
の
基
礎
が
確
立
し
、

遠
國
よ
り
も
そ
の
高
名
を
聞
い
て
公
子
の
許

へ
来
る
者
が
多
く
な
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
の
で

あ

る
。

尚

「
被

下

留
」
と
い
う
人
名
帳
は

「
安
政
六
巳
未
四
月
よ
り
」
と
表
紙
に
あ
り
、
こ
れ
は
公
子
の
直
筆
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
人
別
帳
に
よ
る
と
、
讃
岐
は
言
う
に
及
ば
ず
、
淡
路
、
備
後
、
京
都
、
大
阪
、
遠
く
は
佐
渡
島
や
奥
州
、
九

州
の
方
面
の
人
々
に
迄
及
ん
で
い
る
。
こ
の
黙
よ
り
考
え
る
と
、
現
在
も
全
国
に
相
営
数
の
公
子
筆
の
御
本
奪
が
現

存
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
ら
な
み
に
、
江
戸
八
品
講
の
講
頭
、
渡
邊

一
齊
、
川
村
周
助
、
開
根
三

一
郎
と
い

う
人
々
に
授
興
さ
れ
て
い
る
の
は
安
政
二
年
で
あ
る
。
そ
し
て
慶
應
四
年
の
五
月
迄
に
授
興
さ
れ
た
人
々
の
数
は
四

千
四
百
五
拾
九
幅

（本
奪
授
興
人
別
帳
に
よ
こ

に
の
ぼ
る
の
で
あ
つ
て
、
懐
中
本
奪
等
を
加
え
る
と
五
千
人
を
超
え
る
人

々
に
自
ら
書
篤
し
た
御
本
奪
を
授
興
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
八
品
講
と
し
て
信
行
の
掟
と
な
つ
た
も
の
に
公
子
が
制
定
さ
れ
た
信
心
法
度
が
あ
る
の
で
御
紹
介
し
よ
う
。

信

心

法

度

之

事

他
宗
他
門
之
堂
祗
江
不
可
参
事
　
同
佛
紳
等
不
可
寿
　
又
檜
爾
宜
等
ヲ
モ
不
可
供
養
事

他
宗
他
門
之
勤
進

二
不
可
附
事
　
但
シ
公
法
之
義
者
制
外
興
可
心
得
事

他
宗
他
門
之
講

二
不
可
交
事
　
但
シ
篤
教
化
誘
引
之
義

ハ
不
苦
事

本
門
證
内
三
光
天
子
鬼
子
母
神
三
十
御
番
神
者
別
勘
請
ヲ
許
ス

金
岳
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た
と
ひ
博
學
多
才
之
人
た
り
共
高
祀
中
興
之
御
聖
教

二
違

ス
ル
者

ニ
ハ
不
可
親
近
事

講
内

一
統

一
家
親
族
興
相
心
得
た
が
ひ

二
伏
蔵
無
之
永
々
和
合

ヲ
可
遂
候
事

講
内
之
者
謗
法
之
行
跡
有
之
候

ヲ
見
隠

シ
聞
隠

サ
ン
輩

ハ
可
篤
興
同
罪
候
事

右
之
箇
條
者

高
祀
大
菩
薩
中
興
大
聖
人
御
聖
教
宗
旨
之
大
綱
也
　
〈「
慎
而
取
要
シ
テ
篤
條
目
者
也

文
久
二
年
壬
戊
八
月
廿
五
日

源

頼

該

謹

記
　
花
押

長
州
藩
中
本
門
佛
立
講
御
衆
中

右
の
信
心
法
度
は
、
備
後
本
久
寺
に
格
護
さ
れ
て
い
る
も
の
の
法
度
で
、
こ
れ
は
長
州
藩
中
の
信
者
の
篤
に
書
き

送
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
文
久
二
年
に
法
度
を
制
定
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
高
松
に
於

い
て
は
も
つ
と
早
く
制
定
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
長
州
藩
中

へ
書
き
送
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
法
度
に
よ
つ
て

も
窺
え
る
通
り
公
子
の
八
品
講
の
行
き
方
は
、
非
常
に
厳
格
で
あ
り
、
謗
法
行
篤
は
堅
く
禁
じ
ら
れ
た
。
こ
の
氣
風

は
今
日
高
松
を
中
心
に
詠
々
と
生
き
つ
づ
い
て
い
る
。
公
子
が
非
常
に
堅
く
宗
法
を
守
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
島
田

爾
二
郎
に
宛
て
ら
れ
た
御
手
紙
の
中
に
も
窺
え
る
。
印
ち
大
路
清
風
と
の
義
絶
を
さ
れ
る
理
由
を
書
き
列
ね
ら
れ
た

後
に

「
営
元
講
内
ハ
堅
過
ル
程
至
而
堅
キ
事
ニ
テ
Ｆ
こ

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
Ю　
法
の
篤
に
は
厳
然
と
し
て
正
義
を

貫
れ
た
公
子
の
面
目
が
躍
如
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「
次
に
公
子
の
八
品
講
活
動
に
つ
い
て

一
言
す
る
と
、
公
子
は
御
自
身
の
邸
内
に
あ
つ
て
信
行
に
つ
と
め
ら
れ
る

の
み
な
ら
ず
、
高
松
市
内
を
初
め
領
内
の
各
寺
院
や
佛
堂
に
足
を
運
ば
れ
、
読
法
を
盛
ん
に

‐な
さ
つ
た

の

で
あ

つ

て
、
そ
の
御
講
話
の
原
稿
が
今
日
多
く
残

つ
て
い
る

「
御
木
馬
記
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
何
時
何
虎
で
ど
の

よ
う
な
話
を
さ
れ
た
か
が
わ
か
り
、
公
子
の
警
咳
に
接
す
る
思
い
が
す
る
。
こ
の
御
記
録
に
は
宗
祀
の
御

一
代
記
が

読
教
用
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
今
日
尚
講
話
を
す
る
上
に
大
な
る
指
針
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
宗
祀
御

一
代

記
の
外
に
宗
義
全
般
に
渉
る
講
話
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
公
子
が
如
何
に
よ
く
學
間
さ
れ
て
い
た
か
が
窺
え
る
の
で

あ
る
。
又
こ
の
記
録
の
中
に
は
御
手
紙
の
原
稿
や
、
そ
の
時
そ
の
時
の
高
座
で
の
挨
拶
が
断
片
的
に
記

さ

れ

て

い

る
。
又
八
品
講
の
折
に
あ
つ
た
人
間
関
係
が
窺
え
る
も
の
が
あ
り
、
例

へ
ば
、
あ
る
時
若
い
信
が
本
山
で
新
読
を
許

さ
れ
、
無
事
に
婦
國
し
た
。
そ
し
て
八
品
講
の
講
席
に
於
い
て
講
中
の
人
々
に
挨
拶
を
し
な
く
て
は
な
ら

な

い

の

で
、
公
子
は
こ
の
學
信
の
篤
に
自
ら
そ
の
挨
拶
文
を
書
い
て
お
や
り
に
な
り
、

「
八
品
講
の
御
講
中
の
人
々
の
厚
い

御
所
願
を
蒙

つ
て
、
無
事
に
新
読
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
こ
れ
み
な
御
講
中
御

一
統
の
御
所

念

の
御

蔭

で
、
こ
れ
か
ら
も

一
層
信
心
學
間
に
勘
み
ま
す
故
よ
る
し
く
頼
み
上
げ
ま
す
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
書
き
付
け
て

お
ら
れ
る
。
こ
れ
を
斉
見
し
て
公
子
が
細
い
所
迄
お
心
を
配
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
感
心
を
し
、
ほ
ほ
え
ま
し
さ
を
覺

え
る
の
で
あ
る
。

又
こ
れ
は
有
地
本
久
寺
に
博
つ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
公
子
が
他
宗
の
家
に
行
か
れ
る
時
は
、
門
祀
の
御
本
奪

ぶ
さ
い
も
の
）
を
黒
塗
の
開
き
に
仕
立
て
て
奉
持
さ
れ
、

御
経
机

・
御
嘘
燭
立
‥

御
花
立
等
の

一
式
は
全
部
組
立
に

金
岳
公
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と
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な

つ
て
お
り
、
そ
れ
に
小
さ
な
携
帯
用
の
磐
か
ら
、
御
佛
飯
器
ま
で

一
切
が
定
紋
付
の
箱
に
お
ざ
め
ら
れ
て
、
こ
れ

を
取
り
出
す
と
そ
こ
に
立
派
な
御
荘
巖
が
出
来
る
よ
う
に
な
つ
て
い
る
。

こ
う
い
う
も
の
を
持

つ
て
い
つ
て
講
席
を

つ
と
め
ら
れ
た
の
で
あ

つ
て
、
さ
す
が
御
大
名
で
あ
る
と
感
心
を
し
た
次
第
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
物
が
有
地

に
博
つ
て
い
る
か
と
言
う
と
、
有
地
は
太
田
日
信
上
人
が
住
さ
れ
た
所
で
、
日
信
上
人
は
公
子
の
高
弟
で
あ
つ
た
開

係
上
、
多
く
の
御
遺
品
を
頂
戴
さ
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

公
子
が
八
品
講
に
於
い
て
教
導
さ
れ
た
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
謗
法
行
為
を
厳
禁
し
、
常
に
御
経
文

・
祀
書

ｏ
御

聖
教
に
よ
つ
て
正
義
を
演
説
さ
れ
、　
一
天
四
海
皆
婦
妙
法
を
熱
薦
さ
れ
た
こ
と
が
、
御
遺
著
を
寿
し
て
窺
え
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
公
子
の
學
間
や
御
著
作
は
悉
く
教
化
弘
通
の
篤
で
あ
り
、
こ
こ
に
生
き

・た
教
學
、
生
心
生
き
と
し
た

學
間
の
具
債
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
く
公
子
が
信
仰
に
生
き
て
お
ら
れ
る
證
左
で
あ
つ
て
、

「
行
學

は
信
心
よ
り
起
る
べ
く
候
」
と
教
え
ら
れ
た
宗
祀
の
御
聖
訓
が
公
子
の
御
著
述
の
上
に
そ
の
ま
ま
生
き
て
い
る
の
で

あ
る
。
公
子
の
御

一
生
が
悉
く
法
華
経
の
賞
践
で
あ
り
、
如
来
使
と
し
て
の
御
生
涯
で
あ
ら
れ
た
こ
と
を
痛
感
し
、

こ
の
上
も
な
く
奪
く
覺
え
る
次
第
で
あ
る
。

む
　
す
　
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

以
上
概
略
で
は
あ
る
が
、
公
子
と
八
品
講
に
つ
い
て
ふ
れ
た
次
第
で
あ
る
。
私
が
公
子
の
御
著
述
を
寿
讀
し
て
肝

銘
を
受
け
た
こ
と
は
、
公
子
が
た
だ
ひ
た
す
ら
法
華
経
を
信
じ
、
宗
祀
門
祀
の
御
遺
訓
を
奉
じ
て
や
ま
れ
な
か
つ
た

-80-



と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
高
い
身
分
に
在
り
乍
ら
、
法
の
前
に
は

一
分
の
怠
り
も
な
く
、
同
信
を
指
導
し
、
立
正
安
國

を
念
じ
、
信
行
に
つ
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
百
年
後
の
今
日
の
我
々
に
、
限
り
な
い
教
訓
を
重
れ
て
お
ら
れ
る
の
で

あ
つ
て
、
今
更
乍
ら
身
の
し
ま
る
思
を
禁
じ
得
な
い
。
そ
し
て
大
名
な
る
が
故
に
多
く
の
人
達
が
集
つ
た
の
で
あ
ろ

う
と
思
は
れ
や
す
い
安
易
な
考
え
方
が
、
全
く
見
営
違
い
で
あ
る
こ
と
を
悟
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

百
年
を
経
過
し
た
今
日
、
吾
が
宗
門
に
あ
つ
て
、
各
地
に
公
子
の
如
き
熱
烈
な
信
仰
を
有
す
る
人
達
が
現
れ
て
、

再
び
八
品
講
運
動
が
展
開
さ
れ
、　
一
大
飛
躍
が
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
を
念
じ
つ
つ
、
欄
筆
す
る
。
終
り
に
公
子
の
主
要

な
御
著
述
を
列
記
し
て
お
く
¨

公

子

の

遺

書

大
東
蒙
求
　
天
保
元
年
　
　
廿
二
才

上
中
下
三
冊
、
紳
武
天
皇
よ
り
天
正
年
間
に
至
る
諸
侯
大
夫
士
に
開
す
る
事
柄
三
百
七
十
件
を
唐
の
李
氏
蒙
求

に
倣
い
輯
述
さ
れ
し
も
の

美
卿
録

■
中
Ｉ
一而
）

∩
）
弘
化
四
年
七
月
　
升
九
歳

公
子
自
ら
が
記
さ
れ
た
求
道
の
自
叙
博

紳
道
問
答
抄

翁
）

嘉
永
二
年
二
月
　
　
四
十

一
歳

山
口
氏
後
室
と
い
う
信
女
に
興
え
ら
れ
た
も
の
で
、
紳
道
と
佛
法
に
つ
い
て
詳
論
し
、
法
華
経
を
信
ず
る
こ
と

金
岳
公
子
と
八
品
講
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が
耐
の
本
意
に
叶
う
こ
と
を
懇
説
さ
れ
て
い
る
。

一
む
ら
さ
め

（蟻
の
讐
護

（刊
）

嘉
永
五
年
冷
月

Ｃ
ａ

下
旬
　
四
十
四
歳

人
間
世
界
を
蟻
の
世
界
に
警
え
て
お
も
し
ろ
く
語
り
、
佛
の
世
界
を
信
ぜ
し
め
よ
う
と
さ
れ
て

い
る
。

原

本

（本
久
寺
蔵
）

に
は
公
子
の
挿
書
が
あ
る
。

壽
萬
能
浦
千
鳥
の
憑
草
　
嘉
永
七
年
　
四
十
六
歳

公
子
が
お
も
し
ろ
く
書
か
れ
た
小
説
で
、
御
自
身
で
多
く
の
挿
書
を
施
し
、
装
釘
も
自
ら
さ
れ
た
も
の
、
賞
に

美
し
い
草
子
本
で
あ
る

宋
久
寺
Ｕ

武
門
諌
暁
抄

∩
二
景
永
七
年
十

一
月
三
日
　
四
十
六
才

武
士
の
気
質
に
應
じ
乍
ら
、
武
士
と
し
て
の
公
子
が
あ
え
て
佛
法
を
弘
通
す
る
具
意
を
披
歴
し
、
武
士
の
立
場

に
立
ち
つ
つ
本
門
の
教
義
を
概
説
し
て
本
宗
の
行
儀
を
教
え
、
員
の
武
士
と
は
本
門
の
信
者
と
な
る
こ
と
で
あ

る
と
勘
め
た
も
の
。

高
須
賀
御
答
辞

鍵
園
平
箇
條
答
鬱
　
（Ｕ
　
安
政
二
年
七
月
五
日
　
四
十
七
歳

伊
豫
松
山
の
大
庄
屋
高
須
賀
榮
左
衛
門
が
公
子
に
二
十
箇
條
に
つ
い
て
質
問
し
た
の
に
対
し
て
答
え
ら
れ
た
も

の
、
他
宗
よ
り
本
宗
に
改
宗
し
た
榮
左
衛
門
に
封
し
、
佛
檀
の
祠
り
方
や
、
墓
の
こ
と
、
他
宗
門
と
の
つ
き
合

い
、
氏
前
の
祭
證
、
巡
膿
に
封
す
る
心
得
、
上
棟
式
等
々
、
賞
際
に
営
面
す
る
諸
種
の
問
題
に
開
し
て
、
公
子

が
懇
切
に
本
宗
信
者
と
し
て
の
心
得
を
教
え
ら
れ
た
も
の

=壌 ヽ



本
奪
贈
状
　
安
政
二
年
十
二
月
二
十
八
日
　
四
十
七
歳

豊
後
國
鶴
待
　
肥
後
屋
丈
右
衛
門
が
高
松

へ
来
り
公
子
に
面
會
、
公
子
も
そ
の
誠
心
に
感
じ
て
本
奪
を
授
興
さ

れ
、
そ
の
縁
起
と
な
さ
れ
し
も
の

（本
覺
寺
蔵
）

日
蓮
大
士
御
正
脈

本
因
元
始
録

ｎ
）

安
政
三
年
六
月
十
六
日
　
四
十
八
歳

初
め
に

一
品
二
牟
派
を
破
し
、
在
滅
、
種
腕
を
明
ら
か
に
し
て
本
門
八
品
の
正
意
を
示
す
。
次
に
壽
量

一
品
の

富
士
派
を
破
斥
し
、
こ
の
派
の
薫
は
表
む
き
は
法
華
宗
な
れ
ど
も
、
其
の
極
意
は
我
慢
偏
執
の
強
き
外
道
な
り

と
言
は
れ
て
い
る
。
そ
し
て
唯
授

一
人
、
壽
量
文
底
、
日
蓮
本
佛
等
の
義
を
破
斥
さ
れ
た
も
の

見
女
の
さ
と
し

∩
）

安
政
六
年
夏
　
五
十

一
歳

宗
義
を
女
子
供
に
理
解
せ
し
め
る
た
め
、
世
間
の
俗
事
に
た
と
え
て
お
も
し
ろ
く
さ
と
さ
れ
た
も
の

矢
上
御
状

曾
久
資
料
暮
Ｙ

萬
延
元
年
七
月
八
日
　
五
十
二
歳

阿
波
矢
上
本
門
八
品
講
中
へ
の
書
簡

旅
窓
述
志
録

∩
）

文
久
三
年
二
月
十
日
　
五
十
五
歳

幕
末
に
於
け
る
国
内
外
の
動
乱
に
際
し
、
公
子
自
ら
立
正
安
國
の
宗
是
を
全
う
せ
ん
と
し
て

一
書
を
製
し
、
孝

明
天
皇
に
上
書
さ
れ
し
も
の
、
公
子
の
赤
誠
を
偲
ぶ
に
餘
り
あ
り
。

斥
邪
録

宋
覺
寺
奪
　
文
久
三
年
六
月
二
日
　
五
十
五
歳

法
園
寺
に
居
り
し
護
國
院
日
信

公
子
の
御
弟
こ

師
へ
送
ら
れ
し
書
簡
、
日

・
信
師
が
或
る
信
と
問
答
し
た
の
に
封

金
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し
、
公
子
が
指
導
さ
れ
た
も

の
の
よ
う
で
あ
る
。
文
面
は
他
門

の
信
に
封
し
て
述

べ
ら
れ
た
も

の
で
、
執
心
あ

ら
ば
先
年
授
興

せ
し
本
奪
を
召
し
上
げ
よ
と
言

つ
て
居
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
旨
を
先
方

へ
博

へ
よ

と

あ

Ｚ
Ｏ

。

招
形
木
顧
本
無
始
無
終
之
巻

宋
久
寺
８
　
一九
治
元
年
六
月
二
日
　
五
十
六
歳

種
熟
腕
三
盆
を
久
遠
本
時
、
中
間
、
末
法
と
固
解
さ
れ
、
こ
れ
が
く
り
返
し
無
始
無
終
な
る
こ
と
を
示
さ
れ
た

巷
物
。

以
上
は
年
代
の
明
ら
か
な
も
の
で
あ
る
が
、
御
述
作
年
代
の
明
か
で
な
い
も
の
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

佛
道
獨
案
内
　
（刊
）

公
子
の
佛
教
概
論
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
佛
道
修
行
に
は
先
ず
信
心
が
定
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
信
心
と
は

先
ず
三
世
を
信
ず
る
こ
と
な
り
と
読
き
起
し
、
大
小
権
賞
、
本
述
を
明
ら
か
に
し
て
、
不
老
不
死
の
具
の
成
佛

は
本
門
八
品
に
あ
り
と
、
主
客
の
間
答
翌
を
以
つ
て
懇
読
さ
れ
し
も
の
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

開
目
銹
考
案
　
（本
覺
寺
む

開
目
抄
を
随
文
解
澤
さ
れ
た
も
の
、
但
し
完
結
し
て
い
な
い
。
本
文
は
大
字
、
解
繹
は
小
字
で
賞
に
美
し
く
書

か
れ
て
い
る

Ｃ
冊
）

安
國
論
講
案
　
（本
久
寺
む

開
目
砂
考
案
と
同
じ
様
式
で
書
か
れ
て
い
る
。
全
四
冊
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録
内
便
蒙

婁
時
紗
与

（本
覺
寺
移

撰
時
勢
に
つ
い
て
、
主
要
文
を
講
読
さ
れ
た
も
の
、
や
は
り
開
目
、
安
國
両
銹
考
案‐
の
形
式
を
と
ら

れ

て

い

本
述
易
解

宋
覺
寺
Ｂ

営
宗
の
宗
義
に
つ
い
て
、
本
因
本
果
と
か

一
念
三
千
と
か
五
重
玄
義
と
か
の
重
要
な
名
目
を
摯
げ
、
箇
條
的
に

ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、
公
子
の
宗
義
ノ
ー
ト
的
な
も
の
。

珠
林
の
折
枝

宋
覺
寺
蔵
篤
さ

こ
れ
は
あ
ま
り
佛
法
を
知
ら
な
い
老
人
が
、
公
子
に
種
々
質
問
し
た
の
に
封
し
、
お
答
え
に
な
つ
た
も
の
。
た

と
え
ば
第
六
天
魔
王
が
人
類
の
種
を
残
し
た
と
は
何
の
経
に
有
り
や
と
か
、
西
域
の
四
姓
と
は
何
か
と
か
、
儒

道
の
天
道
と
い
う
も
結
局
人
間
の
持
え
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
間
に
封
し
、
公
子
が
本
門
の
立

場
か
ら
懇
切
に
答
え
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

平
等
大
議
塀

宋
覺
寺
Ｕ

一
致
派
の
平
等
大
書
の
回
向
文
に
つ
い
て
破
折
し
、
こ
れ
を
用
う
べ
か
ら
ぎ
る
旨
を
書
か
れ
た
も
の

初
心
法
華
演
説
抄

宋
覺
寺
む

法
華
論
十
七
種
異
名
、
述
門
十
妙
、
本
門
十
妙
等
、
御
聖
教
を
引
い
て
講
読
に
備
え
ら
れ
し
も
の

御
木
馬
記

（本
覺
寺
む
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岳
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公
子
の
八
品
講
に
於
け
る
御
読
教
の
手
控
で
、
主
と
し
て
宗
祀
、
門
祀
の
御

一
代
記
を
演
説
し
て
お
ら
れ
、
又

種
々
重
要
法
門
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
も
の
で
、
公
子
の
生
き
た
御
布
教
記
録
で
あ
る
。

小

本

御

抄

盆
ハ
十

一
Ｅ

（本
覺
寺
む

公
子
自
作
の
佛
教
辞
典
で
、
佛
陀
と
か
信
行
と
と
い
う
名
目
に
つ
い
て
廣
汎
に
抄
引
編
纂
さ
れ
た
も
の
。

集

解

い

ろ

は
御

妙

貧

十
四
じ

（本
覺
寺
８

小
本
御
銹
と
同
じ
形
式
で
、
各
種
名
目
を
い
ろ
は
順
に
ま
と
め
、
辞
書
的
に
解
説
編
纂
さ
れ
た
も
の
。

備

後

状

書
資

料
悪

）

備
後
下
有
地
村
長
槌
八
蔵
を
初
め
二
十
人
の
人
々
に
遺
さ
れ
し
書
状
。　
フ
」
の
書
は
江
草
善
四
郎
方
ヽ
預
り
置

ぐ
べ
し
」
と
の
添
書
が
あ
る
。

淡

州

状

書
資

料
悪
）

淡
路
桃
川
村
　
岡
田
二
郎
兵
衛
、
郡
家
村
富
田
喜
作
宛
に
遺
れ
し
書
状

妙
法
之
利
剣

ｎ
）

大
阪
信
者
中
へ
遺
れ
し
書
状

島
田
氏
へ
の
書
簡

書
久
資
料
一〇

島
田
氏
と
は
相
営
に
親
交
が
あ
ら
れ
た
よ
う
で
度
々
書
状
を
贈
つ
て
お
ら
れ
る
。

そ
の
他
の
書
簡
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長
州
藩
士

へ
送‥
ら
れ
し
も
の

象
久
寺
３

、
水
戸
志
士
に
宛
て
ら
れ
し
も
の

（刊
）
等
が
、
わ
ず
か
に
知
ら
れ
る
。

内

陣

之

鏡

懲
業

奪

こ
れ
は
公
子
が
自
ら
演
じ
ら
れ
た
歌
舞
伎
芝
居
の
光
景
を
描
篤
さ
れ
た
も
の
で
、
美
し
い
彩
色
を
施
さ
れ
、
又

役
者
や
囃
子
連
中
の
名
前
も
記
さ
れ
て
い
る
。
壽
萬
能
浦
千
鳥
の
憲
草
と
同
じ
形
式
の
御
自
作
本
で
あ
る
。

亡目
　
牛

春
筵
雑
話
戯
作

懇
丹
幻
の
枕

以
上
の
三
種
に
つ
い
て
は
私
は
現
在
の
と
こ
ろ
寿
見
し
た
こ
と
が
な
い
。
た
だ
記
録
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
を

轄
載
し
て
お
く
。
察
す
る
と
こ
ろ
後
の
二
種
は
草
子
風
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
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